
1,276 1,560
1,913 2,340

自己負担額（保険外）

 自己負担額（保険外）

1,758 1,900
2,058 2,200

　（①＋②＋③) 2,948 3,090
3,248 3,390
5,016 5,158
5,654 5,938
6,291 6,718

要支援 １ 要支援 ２

523 649
531 659

1,061 1,317
1,591 1,975

要支援 １ 要支援 ２

46 57
47 58
94 116
141 174

要支援 １ 要支援 ２

15 18
16 19
31 37
46 56

要支援 １ 要支援 ２

9 9
9 9
18 18
28 28

第３段階② 1,300

第３段階②

介護度

単位数

１割金額

２割金額

3割金額

※月の総単位数（ⅰ+ⅱ）に加算率1000分の16を乗じた単位数（月毎の利用状況により変動します）

iｖ)短期生活介護職員等
ベースアップ等支援

加算/日額

介護度

単位数

１割金額

１割金額

２割金額

3割金額

第３段階①

第４段階１割

第４段階２割

第4段階3割

ⅰ）基本サービス費
（日額）

介護度

単位数

１割金額

２割金額

3割負担

ii)短期生活処遇改善
加算(Ⅰ)/日額

介護度

単位数

※月の総単位数（ⅰ+ⅱ）に加算率1000分の83を乗じた単位数（月毎の利用状況により変動します）

※月の総単位数（ⅰ+ⅱ）に加算率1000分の27を乗じた単位数（月毎の利用状況により変動します）

iii)短期生活特定処遇
改善加算（Ⅰ）/日額

820
第２段階 820
第３段階 1,310
第４段階 2,986

 ④ 自己負担額合計

第1段階

第２段階

慈啓会短期入所生活介護事業所ユニット型ご利用料金表（予防給付）

●本館予防ｼｮｰﾄｽﾃｲ(ﾕﾆｯﾄ型個室)日額ご利用料金 （単位：円） 2022/10/1～　　　

①介護保険予防給付自己負担額 要支援 １ 要支援 ２

第３段階① 1,000

(ⅰ基本サービス費+ⅱ加算+ⅲ加算)

１割負担 638 780

２割負担

３割負担

 ② 食費に係る

第1段階 300
第２段階 600

第４段階 1,392

 ③ 滞在費に係る

第1段階

２割金額

3割金額



iiii） 加　算　項　目 単位 金額

機能訓練体制加算 12 13

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 23

《 その他介護サービス加算の内訳（日額） 》

加　算　項　目 単位 金額

送迎加算（片道） 184 187

療養食加算（１日３食で） 24 25

認知症行動・心理症状緊急対
応加算

200 203

個別機能訓練加算 56 57

若年性認知症利用者受入加算 120 122

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 102

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 203

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 3

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 4

【その他の料金】

送迎を利用した場合（片道につき）

医師の発行する食事せんで療養食を提供した場合（１食につき８単位）

認知症の行動・心理症状が出現し在宅での生活が困難になった者の緊急受入
をした場合（７日間を限度）

専従の機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士等を１名以上配置していること。機能訓練指導員、看護職員、介護職
員、生活相談員が協働して、利用者の生活機能向上に資する個別機能訓練計
画を作成していること。個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上
を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供しているこ
と。機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を
作成し、継続的に利用している者に対しては、その後３月ごとに１回以上、
利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内
容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行なっ
ていること。

若年性認知症患者を受入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供した場合

指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション事業所又はリハ
ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等の助言に基づ
き、短期入所生活介護の事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機
能訓練計画を作成する。その際、理学療法士等は機能訓練指導員等に対し、
日常生活上の留意点等に関する助言を行うこと。理学療法士等は機能訓練指
導員と共同で、個別機能訓練計画の進捗状況を３月ごとに１回以上評価し、
利用者またはその家族に進捗状況等を説明していること。

算定要件

※ ①介護保険予防給付自己負担額には上記サービス費の他に以下の加算が含まれています。（日額）

・施設における利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれ
のある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
の占める割合が２分の１以上
・認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未
満である場にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である場合に
あっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに
１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施して
いること
・加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること
・認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置
し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること・当該施
設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成
し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること

※1単位は地域単価により10.17円で計算しております

　・居室内の据え付け家電製品使用料として、一日あたり５５円の料金が発生いたします。

指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテ―ション事業所又はリハ
ビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、短期入所生
活介護事業所を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等と共同して利用者の身
体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。機能訓練指
導員等が、各月における評価等について利用者または家族及び理学療法士等
に相談し助言を得たうえで、見直しや変更などを行うこと。理学療法士等は
３ヵ月ごとに短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で
個別機能訓練の内容や進捗状況を説明し記録するとともに見直しを行うこ
と。

算定要件

常勤の機能訓練指導員を１名以上配置し、入所者の数を100で除した数以上配
置している場合

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80％以上配置した場合


